
登録販売者が管理者になるための要件 

 

※１ 平成２７年８月２１日から平成２８年３月３１日までの間に行われる人用登録販売者

試験の合格者（平成２７年９月１日において、過去５年間のうち薬局、店舗販売業、配

置販売業及び卸売販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指

導の下に実務に従事した期間が通算して１年以上である者に限る。）は、平成２８年８

月３１日までの間は「２年」を「１年」と読み替えます。 

 

※２ 従事期間は月単位で計算することとし、１ヶ月に８０時間以上実務又は業務に従事し

た場合は、当該月は実務又は業務に従事したものと認められます。 

 

※３ 旧薬事法の薬種商販売業の許可を受けた者とみなされた者、既存一般販売業者及び既

存薬種商における従事期間については過去５年間のうち許可が有効である場合は従事期

間として認められます。 

 

※４ 従事期間の考え方は「動物用医薬品登録販売者制度等に係る改正省令の概要」（農林

水産省ホームページ）を参考にしてください。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/tgaiyou.pdf 

業種 管理者要件 

店舗販売業 

及び 

配置販売業 

過去５年間のうち薬局、人用及び動物用医薬品店舗販売業（動物用医

薬品特例店舗販売業を除く。）又は人用及び動物用医薬品配置販売業

において、薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売

者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として

業務（店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。）に従事した

期間が通算して２年以上の者。 

卸売販売業 

過去５年間のうち薬局、人用及び動物用医薬品店舗販売業（動物用医

薬品特例店舗販売業を除く。）、人用及び動物用医薬品配置販売業又

は人用及び動物用医薬品卸売販売業において、薬剤師又は登録販売者

以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従

事した期間並びに登録販売者として業務（店舗管理者、区域管理者又

は医薬品営業所管理者としての業務を含む。）に従事した期間が通算

して２年以上の者。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/tgaiyou.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/tgaiyou.pdf

